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う．教授の新採用や昇格にあたって，教育能力は研究能

力・診療能力とともに評価の対…象とされるべきであろう．

　8・教育要員・設備充実

　大人数の学生を対i象とした講堂での従来のドイッ式の

教育から，小人数の集団による実習優先の教育，あるい

は視聴覚教育など英米あるいはWHO方式へと医学教育

の方法が変化するとともに，当然そのための教育要員や

設備を拡大・充実せねばならなくなってくる．今回の調

査が示すごとく医学部附属病院ばかりでなく，教育病院

として分院，あるいは関連病院が活用され，そこの医師

がさまざまな資格と名称で教育に参加しているのは，私

学の特色といってよかろう．このよ5な傾向はさらに拡

大されて，欧米なみの教育条件が確保されねばならない．

　9・財源の確保

　この問題は本委員会の責任をこえるものであるが，上

述の提言を実行にうつすには財源の確保が当然必要にな

ってくる．今日，私立医科大学の財源は学生の学納金と

附属病院の診療活動の2つと，国よりの助成金に依存し

ている，学生の学納金は，平均的国民の負担能力を大き

くこえている現状を考えるとき，私立医科大学が健全に

発展し，新しい時代と社会のニーズに対応した先導的医

学教育を発展させるための，財源確保を如何にすべきと

い5大問題が生じる．現状では附属病院の収入を増加さ

せ，公共助成金を拡大することしかない．それもいちじ

るしく困難である．しかし当面はその点での改善を強く

要望するものである．そして根本的解決をはかるために

社会の英知を集め協力を得て，新しく，そして広い視野

の上にたった検討がなされねぱならない．

資料　2

医学教育会議（仮称）の設置について

日本学術会議　第80回総会

昭和55年10月

　「医学教育会議（仮称）の設置について」　（勧告）

　本会議は，昭和52年11月に，政府に対し「医学教育制

度の総合的運営及び体制の整備について」申入れを行っ

た．その後，全国医学部長・病院長会議などから公表さ

れた白書及び提言を基に，医学領域の各分野からの協力

を得て医学教育のあり方等に関し検討を重ねてきた．今

後，医師の養成，卒前・卒後の医学教育及び研修，国家

試験等医学教育を総合的に推進するための体制を確立す

る方途として，医学教育会議（仮称）を設置するよう勧

告する．

資料　3

プライマリーケアーを含む臨床研修の

実施について

医発第305号

昭和53年3月24日

　医師の臨床研修については，かねてから種々御配慮を

煩わしているところであります．

　臨床研修の運用に関しては，さきに医師研修審議会か

ら昭和48年12月に建議書及び昭和50年10月に意見書が提

出されており，この中で，臨床研修においてプライマリ

ー ケァーを修得させることの必要性が述べられていると

ころでありますが，今般，さらにプライマリーケァーの

普及充実を図るため，　「プライマリーケアーを修得させ

るための方策」に関する意見書が別添のとおり厚生大臣

あてに提出されましたので御参照のうえ，今後の臨床研

修の運用にあたって十分参考とされるようお願いしま

す．

　このたびの意見書では，幅広い臨床能力をもつ医師の

育成のため，臨床研修の中でプライマリーケァーを修得

させるための具体的な方策が示されておりますが，これ

らの方策の実施にあたっては，保健医療に対するニー

ド，病院の機能等地域医療の実態に即し個別具体的な検

討を加えられ，より効果的な臨床研修が実施されるよう

格別の御協力をお願いします．

　　　　　　　　　意　　見　　書

　医師研修審議会においては，昭和48年12月7日の建議

書及び昭和50年10月24日の意見書により，臨床研修にお

いては将来いずれの診療科を専攻する者も研修期間の前

期のうちに関連する診療科を広く・一ティトしたブラィ

マリーケアーの基本的知識技能を広く修得することがで

きるような研修計画をたてることが必要であるとの意見

を具申したところであるが，さらにこのたびプライマリ

ー ケァーを修得させるための方策を別紙のとおりまとめ

たので，ここに意見を具申する．

昭和53年3月2日

厚生大臣　小沢辰男殿

1．目　的

医師研修審議会

　　会長　日野原重明

（1）プライマリーケァを修得させるための臨床研修の
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目的とするところは，患者やその家族の健康上の問題解

決のための幅広い知識と臨床能力を持ち，問題を最も効

果的に処理するとともに生活指導のできる臨床医をつく

ることにあるが，これをさらに具体的に述べると　（1最

も普通にみられる病気や外傷などの事故の処置ができる

こと　②救急の初期診療ができること　（3適切な時期に

しかも安全に専門の医師にケースを送りとどけることが

できることであり，さらに　④病気の予防の措置や指導

ならびに生活管理を主とする慢性疾患又は身体に障害を

有する者に対し，心身両面の指導ができる臨床医をつく

ることである．

　（2）我が国においてプライマリーケアーの意味に用い

られている言葉としては「一次医療」，「基本医療」，「初

期医療⊥「前線医療」などがあるが，いずれもプライマ

リーケァーの意味することを完全に表わしているものと

はいえない．したがって，ここではあえて日本語訳を用

いることを避け，単に「プライマリーケァー」として表

現するにとどめた．

　2．諸条件の整備

　（1）先ず最初に，プライマリーケアーを修得させるた

めの研修を行うことについて，病院設置者，病院管理者

をはじめ，各診療科の研修指導責任者及び個々の指導医

の共通の理解と認識が心要である．

　また，研修委員会（又は教育委員会）が設置されてお

り，この委員会が総括的な計画立案及び評価ができるよ

うに十分機能し得ることが心要である．

　（2）研修医自身に十分な目的意識をもたせる意味にお

いて，研修医の応募要領に当該病院の臨床研修の中にプ

ライマリーケァーに関する研修を含むことを明記してお

くことが心要である．

　3．研修目標

　（1）研修計画を立案するにあたっては，先ず研修すべ

き領域とレベルにっいて具体的な研修目標を作成する必

要がある．これは地域の保健医療に対するニード，病院

の有している機能，研修医のニード等を勘案して病院独

自の研修の範囲を定め（別添参考資料「臨床研修に含ま

れるべきプライマリーケァーを中心とした研修目標」参

照），これに基づき具体的な研修カリキュラムを作成す

ることが望ましい．

　（2）また，研修目標はすべての指導医及びすべての研

修医に周知されていることが心要である．

　4．研修方式

　（1）臨床研修においては，将来いずれの診療科を専攻

しようとする者も，一定のまたは関連する診療科を広く

ローティトすることがプライマリーケアーの修得のため

3 101

には必要であるが，このほか　①救急診療部門　②外来

診療部門　③総合診療部門でそれぞれ一・定期間研修する

ことも必要である．

　（2）以上のほか，従来から研修方法として活用されて

いる　①ヵンファレンス　②C．P．Cl3．抄読会を利用す

ることも考えられる．

　5・研修の評価

　（1）プライマリーケァーの研修をより効果あらしめる

ためには，研修期間の中途及び終了時に適切な評価を行

うことが必要である．

　（2）研修の評価は，単に研修医個人の成績を追求する

ことを目的とするものではなく，所期の研修目標が正し

く達成されているかどうかを判断するとともに，研修過

程をチェックすることにより，その後の研修計画をより

有効に修正することを期待しているものである．

　このため，研修医自身が自ら評価する機会を配慮する

ことが必要である．

　6．その他

　以上のように，臨床研修の中で行うべきプライマリー

ケアーについて述べてきたところであるが，これらにつ

いてさらに一層の理解を深めるために参考資料として

「プライマリーケアーを中心とした研修の具体的実施方

法」及び「ローテイト方式による研修カリキュラムのモ

デル」をとりまとめたので，臨床研修病院がその実情に

即した研修計画を立てる場合の参考とされたい．

　　　　　　　　　プライマリーケアーを中心とした
　参考資料：1
　　　　　　　　　研修の具体的実施方法

　1．諸条件の整備

　プライマリーケァーを中心とした臨床研修を実施する

ためには，次のような体制を整えておくことが必要であ

ろう．

　1－1　プライマリーケァーを中心とした臨床研修を実

施することを病院及び指導医が共通に理解すること．

　1－2　研修委員会あるいは教育委員会が，総括的な計

画立案及び評価ができるように機能しうること．

　1－3　臨床研修tC関連する院内各職種のメンバーが，

上記委員会の計画や評価に協力すること．

　1－4　応募要領にプライマリーケァーを含む臨床研修

を実施することを明記し，これを望む研修医を受け入れ

ること．

　2．研修計画の立案

　研修計画を立案するには，次のようなプロセスが必要

であろ5．

　2－1　研修医が研修期間中に達成すべき研修目標を作

成する．
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　2－2　研修目標の達成を可能ならしめる具体的な研修

プランを組む．

　2－3　研修をより効果的にするために，研修途次及び終

了時に実施すべき評価法を用意する．

　2－4　評価の結果を計画修正にブイードバックさせる．

　3・研修目標の作成

　研修目標の作成には，次の諸点を配慮する必要があろ

う．

　3－1別添資料の「卒後臨床研修に含まれるべきプラ

イマリーケァーを中心とした研修目標」を参照し，地域

の保健，医療に対するニード，病院の有している機能，

研修医のニードなどを勘案して，病院独自の研修の範囲

を決定する．

　3－2　各研修領域毎に研修目標を具体的に記述する．

　3－3研修目標の中には，知識の領域（解釈できる，計

画できる，決定できる，問題を解決できるというよう

な），技能の領域（診察できる，処置ができる，測定で

きるというような）及び態度の領域（……の態度を身に

つける，……の習慣を身にっけるというような）の三っ

の領域を含める．

　3－4　研修目標は全指導医と全研修医に了解されてい

る必要がある．

　4．研修方法

　研修方法としては次のようなものが考えられる．これ

らの方法を適切に組み合せて行うことが望ましい．この

際，どの場で，どの研修目標を達成するかが明確に指示

られていることが必要である．

　4－1　ローティト方式

　4－1－1　いずれの科に進む者も，一定期間一定科のロ

ー テイト研修を行う．

　4－1－2　将来進む科を考慮した・一テイト研修を行う．

　4－2　救急診療部門　（救急センター，救急室等）にお

いて一定期間研修する．この施設は場合によっては院外

のものを活用することも考えられる．

　4－3　総合診療部門（総合病棟）において一一定期間研

修する．

　このような診療部門はまだ一般的ではないが，もし設

置されている場合はここでの研修は極めて有効であろ
う．

　4－4　外来診療部門（総合外来または初診外来）にお

いて一定期間研修する．

　外来診療部門で研修する場合は，指導医による定期的

チェックが必要となろう．研修医が初診をとった患者を

再来時指導医がチェックするとか，定期的な外来症例カ

ンファレンスを行うことが考えられる．

　4－5　以上のほか，研修方法として従来から利用され，

今後とも有用であると考えられる方法は次のようなもの

であろう．

　症例カンファレンス（単独診療科のカンファレンスの

みならず，総合的なカンファレンスが望ましい），病理

組織カンファレソス，C・P．C，抄読会（ジャーナルクラ

ブ），小講義（クルズス……講義と討論を含む．），視聴

覚教材を用いた学習，読書その他の自己学習

　5．研修の評価

　臨床研修を効果的に実施するためには，研修途次及び

終了時に適切な評価を行う必要がある．評価方法として

次のようなものが挙げられるであろう．

　5－1　客観試験やシミュレーションテストによる知識，

理解，問題解決領域の評価．

　5－2　日常の診療やカンファレンスでの研修医の行動

の観察記録，問題解決力，問診能力，診療手技，各種治

療的手技，救急蘇生手技，患者との信頼関係，患者の心

理的社会的背景への配慮，チーム医療における協調，学

習態度などをチェックリストか評定尺度を用いて随時評

価すれば，この結果を研修指導上の参考とすることがで

きる．

　5－3　研修医の受持症例，実施した手技などについて

自己評価させて定期的に報告させれば，その後の研修計

画をより有効に修正することができる．

　5－4　以上のような評価の結果を踏まえて，年々研修

計画を改善していく必要がある．

　　　　　　　卒後臨床研修に含まれるべきプライマ
　別添資料
　　　　　　　リーケアーを中心とした研修目標

　将来，いずれの診療科を専攻しようとする者も，すべ

ての研修医は，広い領域におたる患者の問題の初期的処

置ができるようになるために，次の諸口標に到達するこ

とが期待される．

　（1）各科にわたる基本的な診療についての知識と応用

力と技能を身につける．これには以下の諸項目が含まれ

る．

　1－1　問診を含む，患者・家族との正しいコミュニケ

ー ションの能力．

　1－2　全身の診察法（内科的診察法の他に，検眼鏡・

耳鏡・鼻鏡検査，直腸診・外傷の診察，小児の診察，妊

婦の診察などを含む）の実施と主要な所見の把握．

　1－3　必要に応じて臨床検査（検尿，検便，血算，出

血時間測定，血液型検査，血中尿素窒素・血糖の簡便検

査，心電図等を含む）を実施し，解釈できる能力．

　1－4　基本的な臨床検査法（1－3に列挙したものの他，

血清生化学，血清免疫学，細菌学的検査，薬剤感受性検
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査，髄液検査，肝・腎・肺機能検査，脳波検査，各部位

の単純X線・主要造影法X線検査などを含む）の適切な

指示と解釈の能力．

　1－5　臨床検査または治療のための各種の採血法（静

脈血，動脈血），採尿法（導尿法を含む），注射法（皮内・

皮下・筋肉・静脈注射，点滴，静脈確保法を含む），穿刺

法（腰椎・胸腔・腹腔穿刺を含む）の適応決定と実施．

　1－6　基本的な内科的治療法（輸血・輸液法，一般的

な薬剤の処方・投与法，一般的な食餌療法などを含む）

の適応決定と実施．

　1－7　簡単な外科的治療法（簡単な切開・摘出・止血・

縫合法，包帯・副木・ギブス法を含む）の適応決定と実

施．

　1－8　基本的麻酔法の実施と副作用に対する処置．

　1－9　手術前・手術後の患者管理能力．

　1－10　正常分娩介助の知識．（と技能）

　1－11　末期患者の適切な管理能力（人間的・心理学的

理解のうえにたった治療，家族への配慮，死後の法的処

置を含む）．

　1－12　通常よくみられる病気や外傷をもつ患者に対し

三，以上の各能力を総合的に適用し，単独で処置できる

問題解決力．

　（2）広い領域の緊急な病気または外傷をもつ患者の初

期診療に対する臨床的能力を身につける。これには以下

の諸項Uが含まれる．

　2－1　まず・ミィタルサィンを正しく把握し，生命維持

に必要な処置を的確に行う能力（一次救急蘇生法として

は，人工呼吸・体外心マッサージ・気管内挿管・気管切

開・除細動および対ショック療法が含まれる）

　2－2　問診・全身の診察を，迅速かつ効率的に行う能

力．

　2－3　問診・全身の診察によって得られた情報をもと

にして，迅速に判断を下し，初期診療計画をたて，それ

を実施できる能力．

　2－4　その後の情況の変化に応じて，計画をよりよい

ものに改善できる能力．

　2－5　患者のケァのうえで必要な注意を，看護婦に適

切に指示する能力．

　2－6　患者の診療を，専門的医師または二次・三次医

療機関の手に委ねるべき状況を的確に判断する能力．

　2－7　患者を転送する必要がある場合，転送上の注意

を指示する能力．

　2－8　情報や診療内容を正確に記録でき，他の医師・

医療機関の手に委ねるときには，これらの情報を適切に

申し送る能力．
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　（注）上記の初期診療能力が求められる救急の範囲と

しては，次のものがあげられる．

　1）意識障害　2）脳血管障害　3）心筋硬塞・急性

　心不全　4）急性呼吸不全　5）急性腎不全・尿閉

　6）急性感染症　7）急性中毒症　8）急性腹症

　9）急性出血性疾患　10）創傷　11）四肢の外傷

　12）頭部外傷　13）脊椎・脊髄外傷　14）胸部外傷

　15）腹部外傷　16）熱傷　17）産科救急　18）婦人科

　救急　19）急性眼疾患と外傷　20）耳鼻咽喉領域の救

　急　21）小児救急（発熱・発診・下痢・嘔吐・腹痛・

　咳・呼吸困難・痙攣・異物事故・薬物誤飲および新生

　児救急を含む）

　（3）患者の問題を心理的・社会的にもとらえて正しく

解決する能力とともに患者および家族とのよりよい人間

関係を確立しようとする態度を身にっける．

　（4）チーム医療における医師および他の医療メンバー

と協調する習慣を身につける．

　　　　　　　　　ローテイト方式による研修力リキ

　　　　　　　　　ュラムのモデル

　　　　　　　　　　　　　ー川崎市立川崎病院一

　1．研修目標・内容

　（1）専門領域にかかわらず，すべての医師に求められ

る各科における基礎的診断・治療及び教育のための技能

を修得する．

　（2）患者の問題を医学的のみならず，心理的・社会的

にとらえ正しい人間関係のもとに，患者及び家族の杜会

復帰，健康保持を最終目標として，医師としてのあらゆ

る努力をしようとする態度を身にっける．

　（3）専門領域にかかわらず，すべての医師に求められ

る各科における初期診療を行うための臨床的技能を修得

する．

　ア　緊急患者のバイタルサィンを正しく把握し，まず

生命維持に必要な処置を的確に行い，かつ記録できる．

　イ　緊急患者の問診，診察を迅速・確実に行い，かっ

記録できる．

　ウ　得られた情報をもとに初期診断・初期治療の計画

をたて，それを実施又は医療メンバーに指示できる．

　工　緊急患者を他の専門医師又は医療機関に移管する

必要性を遅滞なく判断し，その実施及び転送上の注意を

指示できる．

　オ　患者が死亡した時の諸措置を行うことができる．

　（4）他の医師及び医療メンバーと協調して診療を行う

ための習慣を身にっける．

　2．指導医

　指導は各科部科長の責任において，各科のレジデント
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委員が主として行う．

3．研修記録

　指導医・研修医とも別紙の学習目標を常に所持し各項

目の修了の確認を行う．

　4．評　価

　各カリキュラム項目毎に研修医自身及び指導医が評価

を記入する．

　A：平均レベルより秀れている．

　B：平均レベルである．

　C：平均レベルより劣る．

　D：改めてこの項の研修を行う必要がある．

　5．剖　検

　順番制で5件を終る迄病理より呼出す．配属科での主

たる勤務に重大な支障のない限り剖検を優先する．

　研修医が診療に関与していた患者の剖検は優先する．

5件のうち1件は肉眼的所見のレポートを提出する．

　6．気管切開

　順番制で3件を経験する迄耳鼻咽喉科より呼出す．1

例のレポートを提出する．

　7．緊急コール

　研修医の学習に適した緊急及び頻度の少ない症例が発

生した時，全館放送で緊急コールを行う．配属科で研修

中においても優先して現場に急行する．

　8．一般当直（内科・外科・小児科）

　指定した当直表に従って各当直医の指導の下に行う．

各当直別に1例の症例報告を提出する．当直にあたって

いない期間は配属科において当直する．（含む産科当直）

　9．研修期間

　研修期間は別に定める日程表による．

　（注）この研修カリキュラムは，現在川崎市立川崎病

　　　院で実施されている臨床研修の前期（1年）のも

　　　のであり，後期の研修は各研修医の専門領域の研

　　　修を実施することとしている．

　　　　なお，このカリキュラムは一つの例示であっ

　　　て，各研修病院では地域の保健医療に対するニー

　　　ド，病院の有している機能等に差異があるので，

　　　この点を勘案して研修病院独自のカリキュラムを

　　　作成することが望ましい．

資料　4

臨床研修病院の指定基準

　臨床研修を行う病院のうち一般病院については以下に

掲げる内容を備えた総合的な病院であることが原則とさ

れること．

　1．一般病床　300床以上，又は年間の入院患者実数

が3，000名以上であり，かつ，病床数及び患者実数が診

療各科に適当に配分されていること．

　2．内科，小児科，外科，整形外科，皮膚科，ひ尿器

科，産婦人科，眼科，耳鼻いんこう科及び放射線科の各

診療科がそれぞれ独立して設置されていること．

　3．常勤医師が医療法上の定員を満たしていること．

　4．この各診療科について，それぞれ適当数の常勤医

師が配置されていること．

　5．臨床研修全体についての教育責任者及び研修委員

会を置き，かつ，各診療科毎の研修計画等具体的な実施

計画を有すること．

　6．この各診療科に十分な指導力を有する指導医，」お

り，かつ，各診療科毎の指導体制が整えられているこ

と．

　7．年間の剖検例が20体以上で，かつ，剖検率か30％

以上であること．

　8．救急医療の研修が実施できること．

　9．臨床検査室，放射線照射室，手術室，分娩室等の

機能を示す数値が相当数以上であること．

　10．研究，研修に必要な施設，図書，雑誌の整備及び

病歴管理等が十分に行われていること，かつ，研究，研

修活動が活発に行われていること．

資料　5

臨床研修病院の指定基準の運用

　1．医師数

　（1）基準3において，常勤医師が医療法上の定員を満

たしていることとしているのは，診療のみに追われるこ

とのない充実した臨床研修の確保をはかろうとするもの

であるから，ここにいう常勤医師数には研修医は算入し

ないこと．

　（2）基準4において，各診療科それぞれに適当数の常

勤医師の配置を必要としているのは診療上のほか，研修

指導体制の確立をはかるためのものであり，その適当数

は内科については5名以上，外科については4名以上，

産婦人科については3名以上，整形外科，小児科，皮膚

科，ひ尿器科，眼科，耳鼻い／Lこう科及び放射線科につ

いては2名以上とする．しかしながら，現状からみて医

師の絶対数の不足から確保の難しい診療科（例えば，皮

膚科，ひ尿器科，眼科，耳鼻いんこう科，放射線科等）


